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資料９ 

令和 ４年 ８月２６日 

こども未来局児童家庭課 
 

ヤングケアラー支援について 
 

１ ヤングケアラーについて  

 (1) ヤングケアラーとは 

厚生労働省 HP：法令上の定義はありませんが、一般に、本来大人が担うと想定されてい

る家事や家族の世話などを日常的に行っている子どもとされています。 

県庁内連絡会議：日常的に行わざるを得ない家事や家族の世話が負担となり、 

こどものうちに経験すべき体験に影響が生じているこども 

 (2) ヤングケアラーの実態 

 
 

〇 厚生労働省「ヤングケアラーの実態に関する調査研究」 調査結果 
  ※ 令和２年度：中学２年生、高校２年生  令和３年度：小学生、大学生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) 国の取組 

   令和４～６年度 社会的認知度向上のための集中取組期間  

   令和５年度   こども家庭庁 設置  

ヤングケアラー支援を柱の一つに位置付け 

 
 

２ 県におけるヤングケアラー支援について 

 (1) 当面の目的 

  ① ヤングケアラーの周知啓発による本人の自覚、周囲の大人の気付きを促進 

  ② 本県におけるヤングケアラーの詳細な実態の把握 

  ③ ヤングケアラーが担っている家事や家族の世話を公的サービスで対応し、 

「こどもの時間」を確保 

❶ こどもを「介護力」としている既存の公共サービスの見直し 

❷ 既存公共サービスで対応できない「世話」を代行するサービスの導入促進 

家族に世話をしている人がいる 

５％程度 

ヤングケアラー 

世話をしているため 

できないこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

影
響 

助けてほしいこと 

必要な支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

特にない４～５割 

世話の代行 数％ 

特にない５～6 割 

自分の時間が取れない
2 割程度 

宿題や勉強する時間が
取れない１～2 割 

求
め 

「手伝い」 

父母（障がい）3 割程度 

祖父母(高齢・介護) 2 割程度 

見守り 5割以上 

きょうだい（幼い）4～7 割 

地方公共団体の役割 

実態調査・周知啓発 

包括的支援・相談対応 

訪問支援事業の実施 

 

≪ 課 題 ≫ 

〇認知度向上 

〇家庭内のデリケー

トな問題のため、 

周囲の大人の気付

きが必要とされる 

※ クロス集計では、「世話をしている人がいる」場合に次の回答の割合が高い(小学生調査) 

・家族構成：「3 世代世帯」「ひとり親家族」 

・健康状態：「ふつう」「よくない」 

・学校の出席・遅刻や欠席の状況：「たまにする」「よくする」 

・学校生活等であてはまること：特に「提出物を出すのが遅れることが多い」「友達と 

遊んだり、おしゃべりする時間が少ない」「宿題ができていないことが多い」が高い 

学習のサポート 2 割程度 

５％程度 
自由に使える時間２割程度 

５％程度 
話を聞いてほしい１割程度 

５％程度 

学校関係 
2～3 割 
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 (2) 支援対策の想定スケジュール 
  

 ７月まで ８月以降 

①
周
知
啓
発 

こども向け 

 

 

大人(一般) 
向け 

 

②
実
態
調
査 

  

③
具
体
的
支
援 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 黄塗り部分は教育機関と連携し実施 
※ 国の動向により、③の具体的な支援の内容は見直すことが想定される。 

 

 

 

 

 

３ 教育機関（学校）へのお願い  

 (1) 県教育委員会（教育庁）・県立学校 

  ① 県立学校等への周知啓発 

② 相談対応 

・相談対応・相談結果集計 

ふくしま 24 時間こども SOS、教育相談電話「ダイヤル SOS」等 

・県立学校等における相談対応 

  ③ 実態調査の実施に係る協力 

・県立学校・市町村教育委員会等との調整（教育庁） 

・調査の実施（県立学校） 

    ④ 教員、SC、SSW 等の研修（動画研修）への参加 

 (2) 市町村教育委員会・市町村立学校 

  ① 市町村における支援体制整備への協力（構成機関としての参画） 

  ② ヤングケアラー支援に係る関係部署との連絡調整 

  ③ 実態調査の実施協力 

    ④ 教員等の研修（動画研修）への参加 

 

 ◇ 福島県児童家庭課：ヤングケアラーについて（相談窓口のご案内等） ◇ 
 

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21035a/yangcarer.html 

 

学
校
で
実
施 

WEB 研修 
※教員等対象 

相談窓口開設(7/15) 

ふくしま 24 時間こども SOS 等 

❷「世話」代行ｻｰﾋﾞｽの導入検討 

) 

実態調査(9～10 月) 

小学 5，6 年生～中学・ 

高校生(約 12 万人) 

ﾔﾝｸﾞｹｱﾗｰ・ｶｰﾄﾞ配布 
小学生～高校生 

調査結果公表 
市町村・学校
提供(2 月頃) 

相談結果集計 

(四半期毎) 

ホーム 
ページ 
開設 県政広報誌掲載(8 月号) 

こども向けミニコミ誌掲載 学校でのチラシ掲示 

実施方法協議・調査票作成 

〇 ヤングケアラー実態調査の概要 〇 

目的：県・市町村の支援体制整備に活用するため、

国実態調査の質問項目をベースに次を追加。 

   ①本人の気付きを促し相談してもらうため、

調査にあわせてヤングケアラー・カード

（相談先の案内）を配布 

②ヤングケアラーの絞込み 

③「世話」代行サービスの需要把握 

対象：小学５年生から高校生までの全児童生徒 

実施時期：９月から１０月にかけて学校で実施 

調査方法：調査票（紙面）による無記名回答 

調査結果：集計後、市町村・学校へ提供(２月頃) 

市町村における支援体制整備（構成機関として教育委員会(学校)を想定） 

) 
❶こどもを「介護力」としない公共ｻｰﾋﾞｽの提供 

) 
R5：提供開始 

) 


